
売払物件

高知市横浜西町1402番６

 土地  　119.27㎡

　

入札受付期間

令和８年１月30 日（金）から同年２月６日（金）まで

最低売却価格

4, 522,000円

高知県土木部道路課

県有財産売払一般競争入札

（期間入札）のご案内
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※縮小コピーしていますので、記載された
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入札保証金について

県有財産売買契約書様式

電子契約のご案内

不動産取得税について

添付書類等一覧

●　入札書

●　入札保証金提出書

●　委任状

●　誓約書

●　入札書提出用封筒

●　郵送用封筒



１．売払公告 令和８年１月26日（月）

２．現地説明会 令和８年１月30日（金）午後２時

● 参加を希望される方は、令和８年１月29日（木）午後５時までに高知県土木部道路課までお申し込みください。

高知県土木部道路課　電話番号：088-823-9827

● 希望者がいない場合は、現地説明は行いません。

● 現地説明会に不参加の場合でも入札には参加可能ですが、当説明会における各種各事項について、すでに

了知されているものとみなします。

※駐車場はありません。

３．入札書や入札保証金納付書等を交付する場所及び期間

● 入札書等の必要書類は高知県土木部道路課にて、令和８年１月30日(金)から同年２月６日(金)まで

の期間に配布します。

４．入札受付期間 令和８年１月30日（金）から同年２月６日（金）まで

● 高知県土木部道路課で配布する入札書等の書類を簡易書留で郵送するかまたは直接持参してください。

● 令和８年２月６日（金）午後５時15分必着とします。

● 売買契約及び登記は入札書に記載された名義で行います。

５．入札保証金の納付 令和８年２月６日（金）まで　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日（水）まで

● 入札保証金は入札金額の５％以上の金額です。

● 13ページの「入札保証金について」を参照の上、上記３で配布した納付書により納付してください。

６．落札者の決定 令和８年２月16日（月）

● 午後２時から高知市丸ノ内１丁目２番20号　高知県庁　本庁舎７階会議室にて開札します。

● 入札関係者の立会いは自由です。

● 開札後、入札者には開札結果を文書で通知します。

７．入札保証金の返還

● 落札者を除き、落札の日から２週間以内に、指定された金融機関の預金口座に振り込みます。

● 落札者の納付した入札保証金は、申出により契約保証金に充当できます。

８．契約の締結（印紙税は落札者に御負担いただきます。）※電子契約を希望される場合は、お申し出ください。

● 令和８年２月25日（水）までに契約保証金 （売買代金の10％） を納付していただき、 契約を締結します。

契約保証金は、申出により売買代金に充当できます。

● 売買代金を即納 （契約締結時に全額支払うこと。） する場合は、契約保証金は免除します。

● 契約締結期限までに契約を締結しない場合は、入札保証金は県に帰属することとなります。

● （参考事項：契約に必要な書類）※実印をご用意ください。

個人：①印鑑証明書②住民票③本籍地の市町村長の発行する身分証明書④法務局の発行

　　　　する成年後見人登記証明書（記載のないことの証明）　各1通

法人：①商業登記謄本②印鑑証明書　各1通

期間入札の流れ

＜提出していただくもの＞
①入札書（入札書提出用封筒に入れて封をしたもの）
②入札保証金提出書
③振込を依頼した金融機関の納入済印が押印された入札保証金の納付書兼領収書（写し）
④誓約書（法人の場合は役員名簿添付）
※代理人が入札する場合は、⑤委任状及び委任者の印鑑証明書
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９．売買代金の納付

● 契約日から20日以内に、高知県が発行する納入通知書で納付してください。

10．所有権移転登記（登録免許税は落札者に御負担いただきます。）

● 売買代金の納付を確認した後、高知県が所有権移転の登記手続を行います。
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物 件 調 書

所在地 高知市横浜西町 1402 番 6

住居表示

面積 119.27 ㎡

地目 雑種地

形状 間口：約 18m 奥行：約 6ｍ やや台形 緩傾斜地

接面道路の幅員

及び構造等

東側 幅員約 22ｍ舗装県道(両側歩道含む)

道路台帳 歩道 3.7ｍ×2=7.4ｍ＋車道 14.5ｍ＝21.9ｍ

法

令

に

基

づ

く

制

限

都市計画法 市街化区域

建築基準法 用途地域 第二種住居地域

建ぺい率 60％

容積率 200％

その他の

制限

・建築基準法第 22 条区域

私道の負担等に

関する事項

負担の有無 無

負担の内容

供給処理施設 利用可能な施設 照会先 電話番号

公営水道 高知市上下水道局 088-832-1132

供給処理施設の詳細については、各事業所等にお問い合わせください。

交通機関 バス 瀬戸（とさでん）約 200ｍ

公共施設等 官庁等

商業施設

サニーマート瀬戸店 約 950ｍ

高知市役所 約 6.6ｋｍ

参考事項 ・供給処理施設としては、上水道が敷設されている。

・最大クラスの地震：震度 6弱と推定

・想定津波浸水深：2.0～3.0ｍ(高知県防災マップ-津波浸水予想図参照)

・承役地の設定登記を予定

・南方に墓地及び山林に隣接
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県有財産売払公告

下記の県有財産を一般競争入札（期間入札）により売払います。

１ 売払物件

２ 一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

次の各号の一に該当する者は、この一般競争入札に参加することができない。

（１）当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者

（２）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４第２項各号の規定に該当する者で、

当該事実があった日から３年を経過しない者

（３）高知県の事務及び事業における暴力団の排除に関する規程（平成23年３月 10日高知県訓令第

１号）第２条第２項第５号に規定する排除措置対象者

（４）公有財産に関する事務に従事する職員で、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 238条の３

の規定に該当する者

３ 入札心得書及び契約条項を示す場所及び期間

（１）場所 高知市丸ノ内１丁目２番 20 号 高知県土木部道路課

（２）期間 令和８年１月 30 日（金）から同年２月６日（金）まで

４ 入札書等の用紙を交付する場所及び期間

３の（１）及び（２）に同じ。

５ 現地説明を行う日時

現地説明を希望する者は、令和８年１月 29 日（木）午後５時までに、高知県土木部道路課に申し

込むこと。

希望者がいない場合は、現地説明は行わない。

６ 入札保証金に関する事項

（１）入札に参加しようとする者は、入札保証金として入札金額の100分の５以上の金額を、指定さ

れた納付方法により納付しなければならない。

（２）入札保証金は、落札者を除き、入札者が指定する金融機関の預金口座へ振り込む方法により

返還する。この入札保証金には、利子を付さない。

７ 入札の方法及び受付期間

（１）入札方法

入札は、４の規定により交付を受けた入札書等の用紙を使用し、入札書提出用封筒に入札書の

みを入れて封をし、その封筒と入札保証金提出書及び誓約書を郵送用封筒に入れて、高知県土木

部道路課管理担当あてに、簡易書留による郵送または直接持参で申し込むものとする。

なお、入札書提出後、入札を取り消すことや入札書の記載内容の変更はできない。

所在地 区分 数量 最低売却価格

高知市横浜西町 1402 番６ 土地 119.27 ㎡ 4,522,000円

日 時

令 和 ８ 年 １ 月 30 日 （ 金 ） 午 後 ２ 時
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（２）郵送先

〒780-8570

高知市丸ノ内１丁目２番 20 号

高知県土木部道路課管理担当 あて

（３）入札受付期間

令和８年１月 30 日（金）午前８時 30 分から同年２月６日（金）午後５時 15 分まで（必着）

８ 開札の日時及び場所

（１）日時 令和８年２月 16 日（月）午後２時から

（２）場所 高知市丸ノ内１丁目２番 20 号 高知県庁 本庁舎７階会議室

９ 契約の締結

（１）契約締結日は、落札の日から起算して 10 日以内とし、落札者は、契約締結と同時に契約保証

金（契約保証金に代わる担保を含む。）として契約金額の 100 分の 10 以上の金額を納めなけれ

ばならない。ただし、契約締結と同時に売買代金の全額を支払う場合は、契約保証金は全額免

除する。この契約保証金には、利子を付さない。

（２）落札者が、落札の日から起算して 10 日以内に契約を結ばない場合は、６の入札保証金は県に

帰属する。

10 売払代金の納入

契約を締結した者は、当該契約締結の日から 20 日以内に、県が交付する納入通知書により、当

該契約に係る売払代金を県の収納機関に納付しなければならない。

11 入札の無効

２に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び入札心得書に記載する無効な入札に該

当する入札は、無効とする。

12 その他

（１）入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

高知県土木部道路課 高知市丸ノ内１丁目２番 20 号

電話番号 088-823-9827

（２）契約書作成の要否

要

（３）現地説明に不参加の者が入札に参加した場合は、現地説明における各種事項について了知し

ているものとみなす。

令和８年１月 26 日

高知県知事 濵田 省司
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入札心得書

１ 入札参加者は、公売公告及び本心得書を熟読のうえ入札してください。

２ 入札参加者は、入札に関し、県の担当職員の指示に従ってください。

３ 代理人が入札する場合は、本人の委任状を提出してください。

４ 入札参加者は、入札保証金として入札金額の１００分の５以上（円未満切上げ）の金額を銀行振込

により県に納め、入札保証金提出書を提出してください。

なお、この入札保証金には、利子を付さないものとします。

５ 入札保証金は、開札完了後落札者を除き、２週間以内に指定していただいた銀行口座に振込み、還

付します。

なお、落札者の入札保証金は売買契約を締結したときに還付しますが、申し出により、契約保証金

の全部又は一部に充当することができます。

６ 入札は、所定の入札書を用いてください。

７ 入札書には、入札者の住所、氏名（法人にあっては名称及び代表者名）を記入のうえ、必ず押印し、

入札金額の頭には、￥を付けて、算用数字を用いて記入してください。代理人が入札する場合は、本

人の住所、氏名を記入し、その下に代理人と記載し、住所、氏名を記入して、代理人の印鑑のみを押

印してください。

８ 提出済みの入札書は、その事由のいかんにかかわらず書換え、引換え又は撤回をすることができま

せん。

９ 次の各号の一に該当する入札は無効とします。

(1) 代理人が入札した場合で本人の委任状を提出していないとき。

(2) 入札に際し、不正の行為があったとき。

(3) 入札者又はその代理人が同一の入札について２通以上の入札をしたとき。

(4) 納付すべき入札保証金を納付していないとき又はこれが不足しているとき。

(5) 入札書の氏名（法人にあっては代表者の氏名）その他重要な文字及び証印が誤脱し、又は不明な

とき。

(6) 入札書の金額を訂正しているとき。

(7) 公売公告又は本心得書事項に違反したとき。

(8) 入札担当者の指示に従わないとき。

(9) 電報による入札

(10) 前各号に掲げるもののほか、入札の条件に違反したとき。
10 開札は、入札の終了後、県の指定する場所において行います。

11 開札の結果、県の予定価格以上の最高のものをもって入札した者を落札者とします。

ただし、落札者となる同価格の入札者が２人以上ある場合は、くじ引きによって落札者を定めます。

12 落札者が、落札決定の日から起算して１０日以内に売買契約を締結しない場合は、その落札は無効

となり、入札保証金は県に帰属することになります。

13 落札者は、売買契約締結の際、契約保証金として契約金額の１００分の１０以上（円未満切上げ）

の金額を納めなければなりません。ただし、契約締結と同時に売買代金の全額を支払う場合は、契約

保証金を免除するものとします。

なお、この契約保証金には、利子を付さないものとします。

14 契約保証金は、落札者が契約の全部を履行した場合は、遅滞なく契約保証金を還付するものとしま

す。ただし、現金で納付した契約保証金は、落札者の契約保証金を充当する旨の申し出のあった場合

で、落札者が納入通知書に記載された納入期限までに売買代金（契約保証金額を除いた額）を完納し

たときに売買代金の一部に充当できるものとします。

15 売買契約締結後、落札者に対し、売買代金（契約保証金を充当する旨の申し出があった場合は、契

約保証金額を除いた額）について、会計規則第２７条の規定により作成した納入通知書を交付するも

のとします。

16 契約保証金は、落札者が納入期限までに売買代金を完納しないとき、又は契約の条項に定める義務

を履行しないときは、県に帰属することになります。

17 本心得書に定めのない事項は、すべて地方自治法、同法施行令、高知県財産規則、契約規則及び会

計規則の定めるところによって処理します。
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一般競争入札の参加者の資格

●地方自治法施行令（抄）

（一般競争入札の参加者の資格）

第百六十七条の四 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に

次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。

一 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者

二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 （平成三年法律第七十七号）第三十二条

第一項 各号に掲げる者

２ 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当す

ると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させない

ことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者につ

いても、また同様とする。

一 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若し

くは数量に関して不正の行為をしたとき。

二 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害

し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。

三 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。

四 地方自治法第二百三十四条の二第一項 の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職

務の執行を妨げたとき。

五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。

六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽

の事実に基づき過大な額で行つたとき。

七 この項（この号を除く。）の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者

を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。

●高知県暴力団排除条例（抄）

(定義)

第 2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。以下

「法」という。)第 2条第 2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第 2条第 6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団準構成員(暴力団員以外の者で、暴力団又は暴力団員の一

定の統制の下にあって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等(法第 2 条第 1 号に規定する

暴力的不法行為等をいう。)を行うおそれがあるもの又は暴力団若しくは暴力団員に対し、資

金、武器等の供給を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力するものをいう。)をいう。

(4) 事業者 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)又は事業を営む個人をいう。

(5) 暴力団事務所 暴力団の活動の拠点である施設又は施設の区画された部分をいう。

(県の事務及び事業における暴力団の排除)

第 6条 県は、公共工事その他の県の事務又は事業(次条において「県の事業等」という。)によ

り暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難さ

れるべき関係を有する者を県が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。
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●高知県の事務及び事業における暴力団の排除に関する規程（抄）

(定義)

第 2条 この規程において使用する用語の意義は、高知県暴力団排除条例において使用する用語

の例による。

2 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法人等 法人その他の団体をいう。

(2) 役員等 次に掲げる者をいう。

ア 法人にあっては、代表役員等及び一般役員であって経営に事実上参加している者

イ 法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他アに掲げる者と同等の責任を有する者

ウ 個人にあっては、その者及びその使用人(支配人、本店長、支店長その他いかなる名称を有

する者であるかを問わず、事業所の業務を統括する者(事業所の業務を統括する者の権限を代

行し得る地位にある者を含む。)をいう。)

(3)及び(4) 省略

(5) 排除措置対象者 国からの通達等において特別の定めがあるものを除き、次に掲げるもの

をいう。

ア 暴力団

イ 暴力団員

ウ 暴力団員等

エ アからウまでに掲げるもの以外のものであって、次のいずれかに該当するものとして知事が

認めるもの

(ア) 役員等が暴力団員等に該当するもの

(イ) 役員等が、業務に関し、暴力団員等であることを知りながら当該者を使用し、又は雇用し

ているもの

(ウ) 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているもの

(エ) 役員等が、自己、その属する法人等若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加

えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用しているもの

(オ) 役員等が、いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、

物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は

運営に協力し、又は関与しているもの

(カ) 役員等が、業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると

認められる業者であることを知りながら、これを利用しているもの

(キ) 役員等が、県との契約に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与して

いると認められる業者であることを知りながら、これを利用しているもの

(ク) (ア)から(キ)までに掲げるもののほか、役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難さ

れるべき関係を有しているもの

●地方自治法（抄）

（職員の行為の制限）

第二百三十八条の三 公有財産に関する事務に従事する職員は、その取扱いに係る公有財産を

譲り受け、又は自己の所有物と交換することができない。

２ 前項の規定に違反する行為は、これを無効とする。
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入札保証金について

入札を希望される方は、道路課で配布する納付書により以下のとおり納付してください。

記

１ 納付期間

令和８年１月 30日（金）から令和８年２月６日（金）まで

２ 納付書について

納付書は高知土木事務所道路管理課で配布します。

配布した納付書に

・納入者（＝入札する者）の住所、氏名

・金額（入札しようとする金額の 100分の５以上（１円未満は切上げ））
・合計金額

を記入して、期限までに納付してください。

３ 領収書の提出

納付が完了しましたら、振込を依頼した金融機関の納入済印が押印された納付書兼領収書（写し）

と入札保証金提出書を入札書とともに高知県土木部道路課管理担当に提出してください。

４ 入札保証金の還付

（１）落札者以外の方には、入札終了後２週間以内に、入札受付時に提出していただいた「入札保証金

提出書」に指定された口座への振込により還付します。

（２）入札保証金の納付後、入札をしない場合にも、入札保証金の還付時期は入札終了後となります。

（３）落札者が納付した入札保証金は、県有財産売買契約締結後２週間以内に、入札受付時に提出して

いただいた「入札保証金提出書」に指定された口座への振込により還付します。

（４）落札者が納付した入札保証金は、申し出により、契約保証金に充当できます。

（５）還付する入札保証金には利子は付きません。
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第１号書式（代金即納売払用）

売払人高知県（以下「甲」という。）と買受人 （以下「乙」という。）とは、

次の条項により高知県有財産の売買契約を締結する。

（信義誠実等の義務）

第１条 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。

２ 甲乙両者は、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。

（売買物件及び売買代金）

第２条 甲は、次に掲げる物件（以下「売買物件」という。）を金 円（内訳

は、別紙のとおり）をもって乙に売り渡し、乙はこれを買い受ける。

（契約保証金）

第３条 乙は、この契約締結と同時に契約保証金として金 円を甲に納付しなければ

ならない。

２ 前項の契約保証金は、第14条及び第15条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解

釈しないものとする。

３ 第１項の契約保証金には、利息を付さないものとする。

（代金の支払）

第４条 乙は、売買代金を、甲の発行する納入通知書により令和 年 月 日まで

にその指定する場所において甲に支払わなければならない。

（所有権の移転及び登記の嘱託）

第５条 売買物件の所有権は、乙が売買代金を完納した時に、甲から乙に移転するものと

する。

２ 乙は、前項により売買物件の所有権が移転した後 日以内に、甲に対し所有権の移

転登記を請求するものとし、甲は、その請求により遅滞なく所有権の移転登記を嘱託す

るものとする。この場合の所有権の移転登記に要する費用は乙の負担とする。

（売買物件の引渡し）

第６条 甲は、売買物件の所有権が移転した日から 日以内で両者の定める日に、当該

物件をその所在する場所において乙に引き渡し、乙は、当該物件の受領証を甲に提出す

るものとする。

２ 乙は、売買物件の引受けについては、甲の指示に従わなければならない。

県有財産売買契約書
収入

印紙

所在地 区分 数量 摘要

高知市横浜西町1402番

６

土地 119.27 ㎡ 内訳別紙のとおり
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（危険負担等）

第７条 乙は、この契約締結の時から売買物件の所有権移転の時までにおいて、当該物件

がその責めに帰することのできない事由により滅失又はき損した場合は、甲に対して売

買代金の減免を請求することができるものとし、当該物件の所有権移転の時から引渡し

の時までにおいて当該物件が甲の責めに帰することのできない事由により滅失又はき損

した場合は、売買代金の減免を請求することができないものとする。

２ 甲は、売買物件を現状有姿で売買するものとし、乙は、この契約締結後売買物件に種

類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない事実のあることを発見しても、売
買代金の減免若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることができないものとする。

（契約保証金の還付）

第８条 甲は、乙が第４条及び第６条第２項に定める義務を履行したときは、遅滞なく第

３条第１項に定める契約保証金を乙に還付するものとする。

（契約保証金の帰属）

第９条 甲は、乙が第４条及び第６条第２項に定める義務を履行しないときは、第３条第

１項に定める契約保証金を違約金として甲に帰属させるものとする。

（用途制限等）

第10条 乙は、この契約の締結の日から10年間、売買物件を次の各号に掲げる用途に供し

てはならない。

(１) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第

２条第１項に規定する風俗営業及び同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業その他

これらに類する用途

(２) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条

第２号に規定する暴力団の事務所その他これに類する用途

(３) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成11年法律第147号）

第５条に規定する観察処分を受けた団体の事務所の用途

２ 乙は、この契約の締結の日から10年間、前項各号の用途に供されることを知りながら、

売買物件を第三者に譲渡し、又は貸し付けてはならない。

（暴力団員等からの不当介入に対する通報及び報告の義務）

第11条 乙は、契約の履行に当たって、暴力団員等（高知県暴力団排除条例（平成22年高

知県条例第36号）第２条第３号に規定する暴力団員等をいう。第12条の２において同

じ。）による不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたとき

は、その旨を甲に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。

（契約の解除）

第12条 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、催告することなく、この

契約を解除することができる。

（暴力団排除措置による解除）

第12条の２ 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することがで

きる。この場合において、解除により乙に損害があっても、甲はその損害の賠償の責め

を負わないものとする。

(１) 暴力団（高知県暴力団排除条例第２条第１号に規定する暴力団をいう。以下この

条において同じ。）であると認められるとき。

(２) 役員等（次に掲げる者をいう。以下この条において同じ。）が暴力団員等である
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と認められるとき。

ア 法人にあっては、代表役員等及び一般役員であって経営に事実上参加している者

イ 法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他アに掲げる者と同等の責任を有

する者

ウ 個人にあっては、その者及びその使用人（支配人、本店長、支店長その他いかな

る名称を有する者であるかを問わず、事業所の業務を統括する者（事業所の業務を

統括する者の権限を代行し得る地位にある者を含む。））

(３) 役員等が、業務に関し、暴力団員等であることを知りながら当該者を使用し、又

は雇用していると認められるとき。

(４) 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与していると認められる

とき。

(５) 役員等が、自己、その属する法人等（法人その他の団体をいう。）若しくは第三

者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員

等を利用していると認められるとき。

(６) 役員等が、いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対し

て、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的

に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。

(７) 役員等が、業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与し

ていると認められる業者であることを知りながら、これを利用していると認められる

とき。

(８) 役員等が、県との契約に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に

関与していると認められる業者であることを知りながら、これを利用していると認め

られるとき。

(９) 前各号に掲げるもののほか、役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難され

るべき関係を有していると認められるとき。

(10) 第11条に規定する暴力団員等からの不当介入に対する通報及び報告義務を履行し

なかったと認められるとき。

（談合等の不正行為があった場合の解除）

第12条の３ 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約

を解除することができる。この解除により乙に損害を及ぼしても甲はその責めを負わな

いものとする。

(１) 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の

確保に関する法律（昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。）第62条第１

項に規定する課徴金の納付命令（以下「納付命令」という。）を行い、当該納付命令

が確定したとき（確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第２項の規定により取り

消された場合を含む。以下この条において同じ。）。

(２) 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして独占禁止法第49条に規定する排

除措置命令（以下「排除措置命令」という。）を行い、当該排除措置命令が確定した

とき。

(３) 乙（法人の場合にあっては、その役員及びその使用人もこれに含む。）について

刑法（明治40年法律第45号）第96条の６若しくは第198条又は独占禁止法第89条第１

項、第90条若しくは第95条（独占禁止法第89条第１項又は第90条に規定する違反行為

をした場合に限る。）の規定による刑が確定したとき。

(４) 納付命令又は排除措置命令（これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者

団体（以下この号及び次号において「乙等」という。）に対して行われたときは、乙

等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛

人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。）
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において、この契約に関し、独占禁止法第３条又は第８条第１号の規定に違反する行

為の実行としての事業活動があったとされたとき。

(５) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第３条又は

第８条第１号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対

象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間（これらの命令

に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したと

きは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間

を除く。）に入札（見積書の提出を含む。）が行われたものであり、かつ、当該取引

分野に該当するものであるとき（公正取引委員会が発した文書によってこの契約を特

定できる場合に限る。）。

（違約金）

第13条 乙は、第10条に定める義務に違反した場合又は第12条、第12条の２若しくは前条

の規定によりこの契約が解除された場合には、違約金として売買代金の10分の１に相当

する額（当該額に１円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額）を甲に支払

わなければならない。

２ 前項に規定する違約金は、次条及び第15条に定める損害賠償額の予定又はその一部と

解釈しないものとする。

（損害賠償）

第14条 乙は、この契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときは、その損

害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。

（談合等の不正行為があった場合の賠償額の予定）

第15条 乙は、第12条の３各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否か

にかかわらず、賠償金として、売買代金の10分の１に相当する額（当該額に１円未満の

端数があるときは、当該端数を切り捨てた額）を、特別の定めがある場合を除き、甲が

納入の通知（地方自治法（昭和22年法律第67号）第231条に規定する納入の通知をいう。

次条第１項において同じ。）を発する日の属する月の翌月の末日（当該日が日曜日、土

曜日若しくは国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）第３条に規定する休日

又は12月31日に当たるときは、これらの日の前日をもって当該日とみなす。次条第１項

において同じ。）までに支払わなければならない。ただし、第12条の３第３号に該当す

る場合であって、刑法第198条の規定による刑が確定した場合その他甲が特に認める場

合は、この限りではない。

２ 前項の規定にかかわらず、甲は、甲に生じた実際の損害金が同項に規定する賠償金の

額を超える場合においては、乙に対してその超過した損害金にこの契約における売買代

金の最終の支払の日の翌日から起算して当該損害金の支払の日までの日数に応じて年３

パーセントの割合で計算した額（当該額に１円未満の端数があるときは、当該端数を切

り捨てた額）の遅延利息を付した額を請求することができる。

３ 前２項の規定は、売買物件の引渡しをした後においても適用する。

（談合等の不正行為があった場合の違約罰としての違約金）

第15条の２ 乙は、第12条の３第１号から第３号までのいずれかに該当する場合は、前条

の賠償額の予定とは別に、違約罰としての違約金を、特別の定めがある場合を除き、甲

が納入の通知を発する日の属する月の翌月の末日までに支払わなければならない。

２ 前項の違約罰としての違約金の額は、売買代金の10分の２に相当する額（当該額に１

円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額。以下この項において「違約金額」

という。）とする。ただし、乙がこの契約に関し独占禁止法第７条の４第２項若しくは
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第３項又は第７条の５第３項の規定による課徴金の減額（以下この項において「課徴金

の減額」という。）を受けた事業者（公正取引委員会に対して課徴金減免制度の適用を

受けたことを公表することを申し出て、公正取引委員会によって公表された事業者に限

る。）である場合は、違約金額にその者が課徴金の減額を受けた割合を乗じて得た額

（当該額に１円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額）を違約金額から減

額した額とする。

３ 前２項の規定は、売買物件の引渡しをした後においても適用する。

（乙の文書提出義務）

第15条の３ 乙（乙が法人である場合は、その役員及びその使用人もこれに含む。）は、

この契約に関して、公正取引委員会、警察、検察庁、裁判所その他公的機関から通知、

命令その他の文書（この契約書の規定により甲から発せられた文書を除く。）の交付を

受けたときは、直ちに当該文書の写しを甲に提出しなければならない。

２ 前項の規定は、売買物件の引渡しをした後においても適用する。

３ 前２項の規定は、売買物件の引渡しをした日から起算して５年を経過した日の属する

年度の末日まで適用する。

（違約金等の徴収）

第16条 乙がこの契約に基づく違約金、賠償金、損害金又は違約罰としての違約金を甲の

指定する期間（第15条に規定する賠償金にあっては同条第１項に、第15条の２に規定す

る違約罰としての違約金にあっては同条第１項にそれぞれ規定する期間とする。以下こ

の項において同じ。）内に支払わないときは、甲は、乙から遅延日数につき年３パーセ

ントの割合で計算した額（当該額に１円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨て

た額）の遅延利息を徴収する。ただし、計算した遅延利息の額が、100円に満たないと

きは、この限りではない。

（年当たりの割合の基礎となる日数）

第17条 第15条第２項及び前条の規定による遅延利息の額を計算する場合における年当た

りの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

（契約の費用）

第18条 この契約に要する費用は乙の負担とする。

（疑義の決定）

第19条 この契約に関し疑義のあるときは、甲乙協議のうえ定めるものとする。

（裁判管轄）

第20条 この契約に関して生じた甲乙間の紛争については、高知地方裁判所を第一審の専

属的合意管轄裁判所とする。

上記契約の締結を証するため、この契約書２通を作成し、両者記名押印のうえ各自その

１通を保有するものとする。ただし、電子契約サービスを利用する場合においては、この

契約の証として契約内容を記録した電磁的記録を作成し、両者が電子署名を行うものとす

る。
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令和 年 月 日

売払人 高知県

契約担当者 職 氏名 □印

買受人 住所

氏名 □印
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別紙

所 在 地（旧口座名） 区分 種目 構造 数量 価額

高知市横浜西町1402番６

土地 雑種地 119.27 ㎡
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１ 不動産取得税とは？

不動産取得税は、登記の有無や、有償・無償を問わず、売買・贈与・交換・新築・増改築など

により不動産（土地又は家屋）の所有権を取得した者に対し、課税される税金です。

税額は、原則として取得した年における固定資産課税台帳に登録された価格（以下「評価

額」といいます。）に次の税率を乗じて算出した額となります。

２ 家屋の評価額について

家屋の評価額は、購入時点の家屋の状態や、取得価格等にかかわらず、取得された家屋と

同一のものを、その場所に新築するとした場合に必要とされる建築費（再建築価格）に、家屋

の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわした経年減点補正率

（※）を乗じて求められます。

公有不動産の場合、払い下げ前は非課税のため評価額が算定されておらず、取得後に県

又は市町村職員が家屋評価額調査を行い、評価額を算定するケースが一般的です。したがっ

て、公有不動産の取得を検討する時点で、あらかじめ税額をお示しすることが難しいことをご理

解下さるようお願いします。

なお、不動産取得税は登記等をした日以後３ヵ月から１年程度で課税されますが、調査等に

より遅れることがあります。

※経年減点補正率については、家屋の構造、用途、建築後の経過年数により異なりますが、最

も評価額が低くなる場合でも、再建築価格の２割となります。（鉄筋コンクリート造・事務所・築

65 年以上の場合等）

その他詳細については、下記までお問い合わせください。

平成２０年４月１日から

令和９年３月３１日まで

住宅以外の家屋 ４％

土地及び住宅 ３％

県税事務所等 電話番号

高知県中央西県税事務所
（不動産評価担当）

088-821-4845

高知県税務課
（不動産取得税担当）

088-823-9308

公有不動産の取得（払い下げ等）にも不動産取得税は課税されます
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備考

１ 代理入札の場合は、委任者の住所及び氏名を記入し、その下に「代理人」の

表示をして、住所及び氏名を記入し、押印してください。

２ 法人の場合は、住所及び氏名は、所在地、名称及び代表者の職・氏名を記入してく

ださい。

３ 入札金額の数字の頭には、￥を付けてください。

４ 鉛筆、シャープペンシル、消せるボールペンその他訂正の容易な筆記具により記入

しないでください。

５ 入札金額は訂正することができません。その他の事項の訂正等は、当該箇所に押印

してください。

令和 年 月 日

契約担当者 高知県知事 濵田 省司 様

住 所

氏 名 ㊞

入 札 書

入札の諸条件を承諾の上、次のとおり入札します。

（単位：円）

金 額

契 約 件 名
又 は 対 象

所在地 高知市横浜西町1402番６

土地面積 119.27㎡



別記様式第２号

入札保証金提出書

令和 年 月 日

高知県知事 濵田 省司 様

住 所

氏名又は名称

及び代表者名 ㊞

電話番号

下記の金額を入札保証金として提出します。

なお、落札とならなかったとき、その他返還事由が生じた場合には、提出した入札保証金を下記の口

座（郵便局は不可）に振り込んでください。

記

１ 入札保証金額 ￥

２ 保証金返却振込先

（注）振込を依頼した金融機関が発行した領収書の写しを添付してください。

金融機関名 銀行(金庫) 支店

預金の種類 普通預金 ・ 当座預金 ・その他（ ）

口座番号

口座名義人

氏 名

（ﾌﾘｶﾞﾅ）



別記様式第１号

委 任 状

令和 年 月 日

高知県知事 濵田 省司 様

（委 任 者）

住 所

氏名又は名称

及び代表者名 ㊞

私は、

（住所）

（氏名） ㊞ （入札書使用印）

を代理人と定め、令和 年 月 日執行の下記、県有財産一般競争入札に関する一切の権限を

委任します。

記

所在地

区 分

数 量

（注）委任者の印鑑証明書を添付してください。



誓 約 書

令和 年 月 日

高知県知事 濵田省司 様

住所（法人等の場合は、主たる事務所の所在地）

氏名及び生年月日（法人等の場合は、名称並びに代表者の職、氏名及び生年月日）
ふりがな ふりがな

※ふりがなを付してください。

○印 （生年月日 年 月 日）

※法人の場合：別紙役員名簿を添付します。

下記事項について、誓約いたします。

これらが、事実と相違することが判明した場合には、当該事実に関して貴県が行う一切の措置に

ついて異議の申し立てを行いません。

なお、入札参加資格又は県有地購入申込資格の確認のため、貴県が高知県警察本部に照会するこ

とについて承諾します。

記

次のいずれにも該当しません。

１ 過去２年間、地方自治法施行令第１６７条の４第２項第１号から第６号までの規定に該当した

ことがあるもの

２ 高知県暴力団排除条例（平成２２年１０月２２日条例第３６号。以下「暴排条例」という。）

第２条第１号に規定する暴力団

３ 暴排条例第２条第２号に規定する暴力団員

４ 暴排条例第２条第３号に規定する暴力団員等

５ ２から４までに掲げるもの以外のものであって、次のいずれかに該当するもの

(1) 役員等が暴力団員等に該当するもの

(2) 役員等が、業務に関し、暴力団員等であることを知りながら当該者を使用し、又は雇用して

いるもの

(3) 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているもの

(4) 役員等が、自己、その属する法人等若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加え

ることを目的として暴力団又は暴力団員等を利用しているもの

(5) 役員等が、いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、

物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は

運営に協力し、又は関与しているもの

(6) 役員等が、業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認

められる業者であることを知りながら、これを利用しているもの

(7) 役員等が、県との契約に関し暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与している

と認められる業者であることを知りながら、これを利用しているもの

(8) (1)から(7)までに掲げるもののほか、役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべ

き関係を有しているもの

６ 暴排条例第１８条又は第１９条の規定に違反した事実があるもの



別紙

役員名簿

役 職 名
ふりがな

氏 名
生 年 月 日 住 所



別記様式第３号

入札保証金充当申出書

令和 年 月 日

高知県知事 濵田 省司 様

住 所

氏名又は名称

及び代表者名 ㊞

下記の県有財産売り払いの一般競争入札に伴い、令和 年 月 日に高知県に納付した入札保

証金、金 円を県有財産売買契約締結時に支払う契約保証金に充当していただく

ようお願いします。

記

所在地

区 分

数 量



別記様式第４号

契約保証金充当申出書

令和 年 月 日

高知県知事 濵田 省司 様

住 所

氏名又は名称

及び代表者名 ㊞

下記の県有財産売買契約締結に伴い、令和 年 月 日に高知県に納付した契約保証金、

金 円を売買代金の一部に充当していただくようお願いします。

記

所在地

区 分

数 量



別記様式第５号

県有財産受領書
引渡県有財産

上記記載の県有財産を受領いたしました。

令和 年 月 日

高知県知事 濵田 省司 様

住 所

氏 名 ㊞

所 在 地 区 分 数 量㎡

高知市横浜西町 1402 番６ 土地 119 27

合 計 119 27


